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サイトのデザインを変更しました！　シンプルかつアクセシブル

不測の事態に対応！ 宅建賠（取引士賠償責任保険）のご案内

｢同居の孤独死｣ 相次ぐ、家族ぐるみ 地域から孤立　他

［売買］特約による担保責任期間経過後の買主の地中瑕疵に関する契約解除等請求
［賃貸］消防法に関する貸主の適合設備設置義務及び媒介業者の説明義務

任意後見を専門職に頼む場合の流れと費用の相場　他

賃貸物件の火災保険のことなら、宅建ファミリー共済にお任せください！

しずおか焼津信用金庫・静岡県労働金庫

シングルマザーを積極的に受け入れる不動産業者　他

ホームページで公開！「災害時借上げ型応急住宅」の登録募集
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取引（売買）紛争の事例と解決

特約による担保責任期間経過後の請求であるとして、買主の地中瑕疵に
関する契約解除等の請求が棄却された事例　（東京地判：Ｒ01.9.17）

　平成 27 年 6 月、買主Ｘ（原告：個人・夫婦共有、妻
は一級建築士）は、売主Ｙ（被告：個人）との間で、以
下条件で本件土地の売買契約（本契約）を締結した。
　【本契約】①売買代金：6,830 万円、②手付金：683
万円、③残代金：6,147 万円、④引渡日：平成 28 年 2
月末日、⑤本件特約：売主は、買主に対し、本件土地
の隠れたる瑕疵について、引渡完了日から 3カ月以
内に請求を受けたものに限り、責任を負う。
　なお本件土地は、元々、売主Ｙが所有する一筆の
土地を分筆した土地であり、本件土地の東側に訴外
Ａが所有する土地（Ａ所有地）が隣接して存在し、更
にＡ所有地の東側にＹ所有地が隣接して存在する。
　Ｘは、平成 28 年 2 月末日、Ｙに対し、売買代金の
残額を支払い、同日、Ｙから本件土地の引渡しを受
けた。その際、Ｘは、Ｙが行った地盤調査報告書の
交付を受け、本件報告書には、地中埋設物は「無」、
地中の瓦礫の有無は「多い」と記載されていた。
　平成 28 年 4 月、Ｙは、媒介業者Ｂより、Ａ所有地
の地中からガラが発見された旨の連絡を受け、Ｙに
対し、その旨を報告した。Ｂは、Ｘに対しても、そ
の旨を報告し、本件土地の地中からガラが発見され
た場合には対応するので連絡するように伝えた。
　平成28年 7月、Ｘから依頼を受けた建築会社Ｃが、
本件土地を掘削したところ、本件土地の地中から埋
設物が発見されたため、Ｘ、Ｙ及びＢは、その現状
を確認した。その際、Ｘは、Ｙに対し、Ｙの費用負
担で本件埋設物を撤去するよう強く求めたが、Ｙは、
明確な回答をしなかった。Ｙは、弁護士に相談し、
①瑕疵担保責任は、特約事項に定められた期間の 3
カ月を経過しており、Ｙが責任を負うことはない、
②債務不履行責任は、Ｙが故意にガラを埋めたとい
う事実でもない限り、Ｙが責任を負うことはないな
どのアドバイスを受け、Ｂにその内容を伝えた。
　これに対し、Ｘは、Ｂを通じて、Ｙの全額費用負
担の下での撤去工事を求めたが、Ｙは、応じられな
いとして拒否し、その後、繰り返し請求を続けたが

協議はまとまらなかった。
　そこでＹは、弁護士に依頼し、平成 28 年 9 月に弁
護士がＸと面談し、合理的範囲の工事費の負担であ
れば、協議に応じ検討する用意があることを伝えた。
しかし、平成 28 年 11 月、Ｘは、Ｙに法的責任があ
るため、本件埋設物の撤去工事に要する費用の全額
負担を求める旨を伝えた。その後、Ｘは、Ｙに対し、
売買契約の目的が達成できない、本件特約は、売主
が瑕疵を発見した場合には適用されない、売主の本
件特約の援用は信義則に反する等と主張し、瑕疵担
保責任に基づく本件売買契約の解除及び損害賠償と
して 7818 万円余の支払いを求めて本訴を提起した。

　裁判所は、ＸのＹに対する請求を棄却した。
（1）本件特約により瑕疵担保責任を免れる事ができるか
　本件特約の規定は、「隠れた瑕疵」について、Ｘ
からＹに対し、本件土地の引渡完了日から 3カ月以
内に請求があった場合に限られるものと解される。
Ｘが、Ｙに対して本件土地の地中から本件埋設物が
見つかった事を伝え、これを撤去することを請求し
たのは、平成 28 年 7 月であり、本件土地の引渡日か
ら 3カ月が経過した後の事であるから、仮に、本件
土地の地中に本件埋設物が存在した事が「隠れた瑕
疵」に当たるとしても、Ｙは、本件特約により瑕疵
担保責任を負わない。また、買主は、本件特約は、
売主が瑕疵を発見した場合には適用されないと主張
するが、本件特約は、どちらが「瑕疵」を発見した
かを問わず、適用されるものと解すべきである。
（2）売主の本件特約の援用は信義則に反するか
　Ｙは、穏便な解決を目指して一定程度の費用負担
はやむを得ないと考え、Ｘとの交渉を続けていたと
いうことができる。そしてその間、Ｙが、Ｘに対し、
本件特約を援用しない旨や撤去費用全額を負担する
旨を明言したことはなく、これらの経緯から、Ｙの
本件特約の援用が信義則に反するであるとか、権利
の濫用に当るとは認められないため、Ｘらの請求は
いずれも理由がないからこれを棄却する。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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取引（賃貸）紛争の事例と解決

消防法に関して貸主の適合設備設置義務及び媒介業者の説明義務が
あるとした借主の訴えが棄却された事例　（東京地判：Ｒ01.7.4）

　Ｘは、平成 28 年 6 月、障害福祉サービス事業兼事
務所として、Ｙ1 が所有する共同住宅の 1 室を月額
賃料 17 万円余で借り受ける賃貸借契約を締結した。
なお、本件契約は、Ｙ1 の管理会社である宅建業者
Ｙ2がＹ1の代理人として契約手続を行った。
　本件契約後、Ｘが消防署に防火対象物使用開始届
出書を提出したところ、本件建物は共同住宅特例に
基づいて「開放廊下型共同住宅」として一部の消防
用設備等の設置が免除されたものであり、Ｘの入居
により本件建物の用途が共同住宅から複合用途対象
物に変更されて前記特例が適用されなくなるため、
建物全体に自動火災報知設備を設置しなければ事務
所としての利用は許されないと指摘された。Ｘは、
Ｙ1に自動火災報知設備の設置を求めたが、Ｙ1は、
500 万円前後の費用がかかるとして応じなかった。
　Ｘは、平成 29年 3月、本件貸室を退去した後、「Ｙ�
1 は本件契約上、使用収益させる義務の内容として
本件建物全体に自動火災報知設備を設置する義務を
負っていた。Ｙ2 は本件契約の締結に際し、消防法�
の規制について調査・確認し、その結果を説明する
義務を負っていた。」として、両者に対して、467
万円余の損害賠償請求訴訟を提起した。
　これに対してＹ1は、「本件貸室を使用収益させ�
る義務を負っていても、Ｘの事業施設の運営に必要
な許認可を得させる義務までは負っていない。」と
主張、またＹ2 は、「宅建業者に消防法違反の有無
などを調査・確認すべき義務はない。」と主張した。

　裁判所は、借主Ｘの請求を棄却した。
　（Ｙ1 の債務不履行責任について）
　本件貸室を居住目的以外に用いる場合には、消防
法等に基づき本件建物全体に自動火災報知設備を設
置する必要がある事が認められるが、貸主が借主に
対して前記設備の設置義務を負うかについては、本
件契約の具体的な交渉経過や契約内容、設備設置費
用等の諸事情を総合的に考慮して、契約の合意内容

となっていたかという観点から検討すべきである。
　Ｘ自身、本件契約以前から、障害福祉サービス事
業等を営むためには消防法等を含めた種々の法規制
があることを認識していたが、交渉過程においても
それらの事柄に触れた形跡はなく、結果的に本件契
約の契約書等にも前記規制や設備等に関する特段の
記載はなかったことが認められる。また、本件建物
全体に自動火災報知設備を設置するための費用は約
500 万円前後を要し、月額賃料 17 万円余との比較に
おいても相当高額であることが認められる。加えて、
消防法等の関係法令において、消防用設備等の設置、
維持の義務を負うとされる「関係者」は、防火対象
物の所有者、管理者又は占有者であり、法律等の規
定上、必ずしもＹ1 のみが前記設置の義務を負って
いるものとは解されない（消防法 2 条 4 項、17 条 1�
項、消防法施行令 7条、21 条）。よって、Ｙ2がＸの
ために前記設備を設置する事が本件契約の合意内容
になっていたとは認められず、その設置義務はない。
　（Ｙ2 の不法行為責任について）
　Ｙ2は、宅建業者である以上、借主の使用目的を
認識し、本件建物を当該目的で使用するにあたって
法律上・事実上の障害がある事を容易に知り得ると
きは、その旨説明する義務を負うものと解される。
　Ｙ2は、一般論として、消防設備がない場合には、
前記用途で本件貸室を使用する事はできない旨認識
していたものの、本件契約当時、本件建物が共同住
宅特例により自動火災報知設備が免除された建物で
あるとまでは認識しておらず、また前記の通り、Ｘ
から消防法等の規制や設備等について言及される事
はなく、前記観点から本件貸室の設備や状況等を確
認調査する契機となるような事情はなかった状況で
あり、Ｙ2 が宅建業者であっても、あらゆる公法上
の規制等を調査確認する義務があるとまではいえな
い以上、Ｙ2 において、Ｘの目的である事業を営む
には許認可の関係で法律上の障害がある事を容易に
知り得るものであったとは認め難く、消防法の規制
に関する説明義務違反があったとは認められない。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨
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お 知 ら せ

法制審議会、土地相続登記義務化を答申� （R3/2/3、2/11　静岡新聞より）

2020年12月　宅建ローン等の実績　（12/1〜12/31）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 65 63 87 ― 215件
金額 69億8,833万円（土地₂、新築戸建169、中古戸建25、新築マンション10、中古マンション₉）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 1 15 0 ― 16件

金額 3億6,462万円（土地₁、新築戸建₇、中古戸建₆、中古マンション₂）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 3 2 2 0 7件
金額 1億5,145万円（新築戸建₄、中古戸建₃）
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2021年₁月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
１月５日 本部･支部 仕事始め

12日 本　部 月例法律相談 （来館相談２件）
13日 静　岡 取引士法定講習会 （受講者69名）
18日 本　部 会計帳票検査（地域活性・共益）（保証協会・政治連盟）
20日 本　部 会計帳票検査（法人）
21日 本　部 会務運営協議会（Web会議）
25日 本　部 月例法律相談 （来館相談４件）
〃　 〃 会計帳票検査（人材育成・情報提供）
〃　 〃 中部地区・近畿地区連絡会 合同会議（Web会議）
29日 本　部 サポートセンター 取締役会
30日 本　部 会館定期清掃

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談７件、電話相談208件）

2020年10月31日〜2021年₁月22日の新入会者・退会者　第₆回理事会（2021年₂月₂日）で承認

●新入会者

商号又は名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

ＢＬＵＥ　ＬａＩＺＵ㈱ 長田　芳郎 小澤かな子 415-0152 賀茂郡南伊豆町湊1034 0558-36-3569 正会員 静岡県知事
（1）14394 東 部

㈱ＮＩＣ 渡邉　貴洋 渡邉　貴洋 417-0061 富士市伝法573-2 0545-67-7496 正会員 静岡県知事
（1）14395 東 部

㈱セブンホーム東海 渡邊留美子 渡邊留美子 424-0032 静岡市清水区横砂東町23-15 054-266-3612 正会員 静岡県知事
（1）14384 中 部

㈱アトモ 松本　博仁 松本　博仁 420-0812 静岡市葵区古庄3-3-9
ヴィラ古庄102 054-265-3254 正会員 静岡県知事

（1）14381 中 部

かえる不動産建築工房 石野　一敬 石野　一敬 421-0113 静岡市駿河区下川原1-3-12 054-293-5612 正会員 静岡県知事
（1）14389 中 部

小林事務所 小林　　繁 小林　　繁 420-0841 静岡市葵区上足洗1-2-16 054-247-1774 正会員 静岡県知事
（1）14383 中 部

Ｃ−ＬＩＦＥ 沼野　晋也 沼野　晋也 425-0086 焼津市小土604-1 054-626-8384 正会員 静岡県知事
（1）14369 中 部

しんせつハウス㈱ 高橋　由典 鈴木　芙祐 438-0078 磐田市中泉2443-1 0538-24-8728 正会員 静岡県知事
（1）14391 西 部

松屋不動産販売㈱磐田店 長沼　冴香 長沼　冴香 438-0045 磐田市上岡田715-1 0538-24-7761 準会員 国土交通大臣
（1）9781 西 部

㈱アスティア 鈴木　健志 鈴木　健志 432-8021 浜松市中区佐鳴台1-1-10 053-543-9988 正会員 静岡県知事
（1）14393 西 部

㈱ＯＫプランニング 小笠原　昇 小木曽　篤 430-0944 浜松市中区田町231-10
エクシード田町1F 053-488-7080 正会員 静岡県知事

（1）14373 西 部

㈱サントウプランニング 中村　公也 中村　公也 433-8118 浜松市中区高丘西1-25-28 053-570-4458 正会員 静岡県知事
（1）14386 西 部

㈱不動産のおおさわ浜北支店 鈴木　智司 鈴木　智司 434-0014 浜松市浜北区本沢合164-1 053-581-8600 準会員 国土交通大臣
（1）9848 西 部

●退 会 者

支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者

東 部

第一不動産
東 部

中部不動産

中 部

㈱池谷不動産
西 部

㈱テンポアップ　浜松支社

㈱むらまつハウス ㈱東邦エステート ㈱大塚 不動産のまつもと

ＩＳ２１

中 部

㈱デザインワークス 不動産のツリーベル

㈱イノウエテクニカ ㈲いずみや
西 部

グラウンド・ワークス㈱
磐田支店

遠藤不動産 ㈱天野工務店 紫陽花エージェント

以上、新入会者13名、退会者17名、2021年₁月22日現在の会員数は、2,700名
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